
令和８（2026）年度 とちぎのいいものセレクション 選定事業実施要領 

 

（事業の目的） 

第１条 本事業は、県産食品の発掘・磨き上げを行うとともに、「優れた食味」「高い品質管

理」「強い消費者訴求力」を備えた商品を「とちぎのいいものセレクション」として取りま

とめ、栃木の食ブランドの効果的な情報発信及び販売促進をすることによって、県内食品関

連産業の活性化を図ることを目的とする。 

（商品選定の趣旨） 

第２条 本事業において選定する商品は、「優れた食味」、「高い品質管理」、「強い消費者訴求

力」を備えていると認められた商品であり、県産品のトップランナーとして県内外へ発信す

ることで、栃木の食のイメージを向上させ、販路拡大に向けた機会の創出や県産品の価値向

上を目指す。 

（選定商品の要件） 

第３条 本要領に基づき、選定する商品は次の全ての要件を満たす加工食品とする。 

（１）県内事業者（登記簿上の本社の所在地が県内であること）が県内で製造加工を行った 

もの。ただし、販売者が県内事業者である OEM 生産品（県外製造）については、県産 

農畜水産物及び県産特用林産物を主原料として使用し、商品に県名を表示する等、県の 

PR に資すると認められる場合はこの限りではない。 

（２）既に流通している商品、または流通に乗せていない商品については取り寄せに対応し 

ているもの 

（３）HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度に対応済みの事業者が製造したもの 

（選考の対象となる商品） 

第４条 選考の対象となる商品は、次に掲げる要件を全て満たす加工食品とする。 

（１）募集テーマ「ちょっと贅沢をしたい時に買いたい、自分へのご褒美」に合致する商品 

であること 

（２）商品選定後、県の施策と連携し、栃木の食ブランドの効果的な情報発信及び販売促進 

に取り組む意欲のある事業者の製造する商品であること 

（３）試食品提供など選考過程における協力対応が可能なもの 

（選考の対象から除く商品） 

第５条 次に該当する商品については、選考対象から除く。 

（１）審査時点で一般消費者が購入できない商品 

（２）消費者において高度な調理が必要な商品 

（３）極端に消費期限・賞味期限が短く流通が難しい商品 

（４）その他、産業政策課において評価が困難と判断した商品 

（応募方法） 

第６条 本事業に応募する事業者は次に掲げる応募方法により応募するものとする。 



（１）応募方法 栃木県ホームページもしくはフードバレーとちぎ推進協議会ホームペー 

ジから応募票をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メールにて応募 

（２）応募締切 令和８(2026)年６月 30 日（火曜日）17 時必着 

（３）応募票のダウンロード先 

  栃木県ホームページ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/sangyou/shoukougyou/foodvalley/index.html 

フードバレー推進協議会ホームページ 

 https://foodvalley-tochigi.jp/topics/index.php 

（４）応募票の送付先（電子メールアドレス） 

foodvalley@market-n.co.jp 

（５）応募料 無料。ただし、商品代や送料等の審査に要する経費は応募者の負担とする。 

（選考方法） 

第７条 事務局関係者等による事前審査及び栃木ファンによる投票選考を経て決定する。 

２ 事務局関係者による事前審査の対象とする商品は、１事業者につき３商品までとする。 

３ 事前審査を経て栃木ファンの投票選考の対象とする商品は、１事業者につき１商品ま

でとする。 

４ 最終選定数は概ね６品とする。 

（庶務） 

第８条 本事業の庶務は、栃木県産業労働観光部産業政策課が担当する。 

（その他） 

第９条 その他必要な事項は、別に定める。 
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